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そ
の
他　

松
山
地
方
法
務
局
宇
和

島
支
局
で
は
、
い
つ
で
も
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。（
宇
和
島
市
天

神
町
４
番
40
号
）

遺
言
電
話
無
料
法
律
相
談

　

遺
言
や
相
続
に
関
す
る
法
的

知
識
の
普
及
に
貢
献
す
る
目
的

で
、
遺
言
電
話
無
料
法
律
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日　

時　

平
成
17
年
４
月
15
日
㈮

10
時
〜
15
時

場　

所　

愛
媛
弁
護
士
会
館

内　

容　

・
午
前
・
午
後
と
も
３
人
の
弁
護

士
が
常
駐
し
電
話
相
談
に
応
じ

る
。（
面
談
相
談
は
不
可
）

・「
遺
言
」
の
作
成
・
保
管
・
執
行

に
関
す
る
電
話
相
談
で
あ
り
、「
相

続
」
に
関
す
る
相
談
は
、
今
回
の

電
話
相
談
で
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

直
通
電
話

代
０
８
９―

９
４
１―

４
１
５
８

　

＊
当
日
の
み
の
直
通
電
話

相
談
料　

無
料

主　

催　

愛
媛
弁
護
士
会

問
合
せ　

松
山
市
三
番
町
４
丁
目
８―

８　

　

愛
媛
弁
護
士
会
館

　

☎
０
８
９―

９
４
１―

６
２
７
９

そ　

の　

他

事

業

主

の

皆

さ

ん

へ

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）
の
年
度
更
新
手
続
は
お

済
み
で
す
か
？
平
成
17
年
度
の
年

度
更
新
手
続
は
４
月
１
日
〜
５
月

20
日
ま
で
で
す
。
労
働
保
険
料
の

申
告
・
納
付
手
続
は
お
早
め
に
。

問
合
せ

愛
媛
県
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
８
９―

９
３
５―

５
２
０
２

ま
た
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
ま
で
。

募　
　

集　

内　

容　

第
二
種
電
気
工
事
士
筆

記
試
験
に
関
す
る
こ
と

受
講
者　

在
職
者
で
電
気
関
係
に

興
味
の
あ
る
方
（
第
二
種
電
気
工

事
士
試
験
受
講
者
等
）

定　

員　

20
人
（
定
員
に
な
り
次

第
締
切
り
）

期　

間　

５
月
16
日
㈪
〜
５
月
27

日
㈮
の
土
日
を
除
く
10
日
間

時　

間　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

申
込
先
お
よ
び
受
講
場
所

宇
和
島
市
柿
原
神
ノ
前
１
７
１
２

宇
和
島
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
22―

３
４
１
０

費　

用　

受
講
料
無
料
・
テ
キ
ス

ト
は
各
自
購
入
（
１
，
３
０
０
円

程
度
）

●
危
険
物
取
扱
者
試
験

試
験
日　

６
月
19
日
㈰
10
時
〜

会　

場　

県
立
吉
田
高
等
学
校
・
県

立
八
幡
浜
工
業
高
等
学
校　

ほ
か

願
書
受
付　

４
月
11
日
㈪
〜
４
月

22
日
㈮
ま
で
※
必
着

試
験
種
類　

甲
・
乙
・
丙
種
の
全

種
類
（
吉
田
会
場
は
、
乙
種
第
４

類
と
丙
種
の
２
種
類
）

受
験
料　

甲
種
＝
５
，
０
０
０
円
、

乙
種
＝
３
，
４
０
０
円
、
丙
種
＝

２
，
７
０
０
円

受
験
願
書　

消
防
本
部
・
各
分
署

●
準
備
講
習
会
（
乙
種
４
類
対
象
）

日　

時　

５
月
27
日
㈮
・
28
日
㈯

の
２
日
間　

※
い
ず
れ
も
９
時
〜

16
時

会　

場　

宇
和
島
地
区
広
域
事
務

組
合
消
防
本
部
４
階
大
会
議
室

受
講
料　

会
員
＝
６
，
０
０
０
円
、

非
会
員
＝
８
，
４
０
０
円

テ
キ
ス
ト
代　

法
令
・
実
務
・
問

題
集　

各
１
，
３
０
０
円　

問
合
せ
先　

宇
和
島
地
区
広
域
事

務
組
合
消
防
本
部
予
防
課
内
宇
和

島
地
区
危
険
物
安
全
協
会
事
務
局

　

☎
22―

７
５
０
１

期　

間　

平
成
17
年
４
月
〜
平
成

18
年
３
月
（
学
校
の
休
業
日
お
よ

び
定
期
考
査
中
は
除
く
）

講
座
名
◆
愛
媛
の
歴
史
（
２
単
位
）

　
　
　

◆
楽
し
い
英
会
話（
２
単
位
）

開
催
日
時　

両
講
座
と
も
月
曜
日

20
時
30
分
〜
21
時
15
分
・
木
曜
日

19
時
40
分
〜
20
時
25
分

募
集
人
数　

各
講
座
10
人
以
内

（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

聴
講
料　

年
間
２
単
位
で
３
，

３
６
０
円
（
教
科
書
代
等
は
別
途

必
要
）

応
募
期
間　

４
月
１
日
㈮
〜
８
日

㈮
の
９
時
〜
16
時　

聴
講
願
書
は

本
校
事
務
室
で
配
布
。
な
お
、
聴

講
審
査
料
９
５
０
円
（
愛
媛
県
収

入
証
紙
）
が
必
要
。

そ
の
他　

応
募
者
全
員
に
本
校
に

て
面
接
有
り
４
月
12
日
㈫
14
時
〜

問
合
せ
先

〒
７
９
８―

０
０
６
６

宇
和
島
市
文
京
町
５―

１

　

県
立
宇
和
島
南
高
等
学
校
事
務
室

　
　

☎
22―

０
２
６
２

催　
　

し

　

特
設
人
権
相
談
所
開
設

日　

時　

平
成
17
年
４
月
20
日
㈬

10
時
〜
15
時

場　

所　

鬼
北
町
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
」

内　

容　

人
権
侵
犯
、
借
地
、
借

家
、
家
庭
、
子
ど
も
の
人
権
問
題

な
ど
心
配
事
全
般

主　

催　

宇
和
島
人
権
擁
護
委
員

協
議
会
、
松
山
地
方
法
務
局
宇
和

島
支
局

愛媛県からのお知らせ
（宇和島地方局の組織が変わります。）組織・機関名 階 電　話

総 務 県 民 部

次の代表電

話におかけ

下さい。

0895-
22-5211

総 務 調 整 課 ４階

旅券窓口（パスポート） ４階

県 民 生 活 課 ４階

税 　 務 　 課 ４階

健康福祉環境部
　(宇和島保健所 )
企 　 画 　 課 ２階

地 域 福 祉 課 １階

健 康 増 進 課 ２階

生 活 衛 生 課 ２階

環 境 保 全 課 ２階

産 業 経 済 部

商 工 労 政 課 ５階

農 政 普 及 課 ５階

地域農業室 ５階

産地育成室 ５階

農 村 整 備 課 ５階

企画検査室 ５階

森 林 林 業 課 ６階

水 　 産 　 課 ６階

組織・機関名 階 電　話

建 　 設 　 部

次の代表電

話におかけ

下さい。

0895-
22-5211

管 　 理 　 課 ３階

用 　 地 　 課 ３階

建 設 企 画 課 ３階

河 川 公 安 課 ３階

道 路 課 ３階

建 設 指 導 課 ３階

出 納 室 ４階

宇和島教育事務所 ６階

病害虫防除所南予支所 ６階

組織・機関名 階 電　話

愛 南 水 産 課 ２階 0895-72-1322
愛南土木事務所

0895-72-1145用 地 管 理 課 ３階

建 設 課 ３階
農政普及課
　愛南農業指導班

３階 0895-72-0149

農村整備課
　愛南駐在 ２階 0895-72-0498

森林林業課
　愛南森林林業振興班 ２階 0895-72-0931

愛媛県では、市町村合併後の新しい市町の枠組みに適合した簡素で効
率的な業務運営のため、地方組織を中心に組織・機関の再編を行いま
した。平成17年４月１日以降の宇和島庁舎と愛南庁舎（旧御荘庁舎）
の組織は次のとおりとなります。

※１ 保健所の御荘支所は、廃止（宇和島保健所（宇和島庁舎）に統合）しました。
※２御荘福祉課は、廃止（地域福祉課（宇和島庁舎）に統合）しました。
＊３ ｢宇和島中央地域農業改良普及センター鬼北普及室｣は、｢農政普及課鬼北
農業指導班｣に名称を変更しました。

＜宇和島庁舎＞
〒 798-8511　宇和島市天神町 7番 1号 

＜宇和島庁舎－続き－＞ ＜愛南庁舎＞
〒 798-4194　南宇和郡愛南町御荘平城 3048番地 

平
成
17
年
度
在
職
者
訓
練
（
第
二

種
電
気
工
事
士
筆
記
試
験
講
習
）

平
成
17
年
度
危
険
物
取
扱
者
試

験
（
前
期
）・
準
備
講
習
会

平
成
17
年
度
宇
和
島
南
高
校

一
般
開
放
講
座
聴
講
生


